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	第１条 定義
	１． 「サービスグリッド」とは、Webサービスを集積して共有するためのソフトウェア基盤である。「サービスグリッドソフトウェア」とは、独立行政法人情報通信研究機構が開発したサービスグリッド基盤ソフトウェア又はその派生ソフトウェアである。「本件サービスグリッド」とは、運営組織が運営するサービスグリッドをいう。 
	２． 「運営主体」とは、本覚書に基づき、本件サービスグリッドを運営する運営組織の内部組織・部署をいう。「利用主体」とは、本覚書に基づき、本件サービスグリッドを利用する利用組織の内部組織・部署をいう。
	３． 「共同利用組織」とは、利用組織を含め、本覚書と同一内容の覚書で運営組織から本件サービスグリッドの利用許諾を受けている者をいう。「連携運営組織」とは、準拠法を除き本覚書と同一内容の覚書を用いて、別途自らサービスグリッドを運営している共同利用組織をいう。「連携利用組織」とは、準拠法を除き本覚書と同一内容の覚書を用いて、連携運営組織からサービスグリッドの利用許諾を受けている者をいう。
	４． 「資源」とは、本件サービスグリッドに集積されたWebサービスを介して利用されるデータやソフトウェアをいう。「提供資源」とは、利用組織が本件サービスグリッドに登録した資源をいう。
	５． 「原子サービス」とは、サービスグリッドソフトウェアが求める仕様に準拠したWebサービスで、資源の利用を可能とする手続き（以下「ラッパー」）により実現されているものをいう。「提供原子サービス」とは、提供資源を利用する原子サービスであって、利用組織が本件サービスグリッドに登録したものをいう。
	６． 「複合サービス」とは、原子サービスを呼び出す手続き（以下「ワークフロー」）により実現されているWebサービスをいう。「提供複合サービス」とは、利用組織が本件サービスグリッドに登録した複合サービスをいう。また、原子サービスと複合サービスを総称して「サービス」、提供原子サービスと提供複合サービスを総称して「提供サービス」という。
	７． 「サービス利用条件」とは、共同利用組織および連携利用組織がサービスを利用する際に遵守すべき条件をいう。「ライセンス条件」とは、共同利用組織及び連携利用組織が資源を利用する際に遵守すべき条件をいう。
	８． 「応用システム」とは、利用組織によって提供され、本件サービスグリッドのＩＤ及びパスワードを知らなくても、応用システムの利用者が間接的にサービスを利用できるものをいう。
	９． 「クライアント管理下」とは、応用システムの利用者が使用する端末機器が応用システムを提供する利用組織の管理下にある場合、又は、応用システムの利用者を応用システムを提供する利用組織が特定できる場合をいう。いずれの場合も、応用システムを提供する利用組織は、各端末機器あるいは各応用システム利用者の利用状況を常時把握でき、且つ、その利用を随時停止させられる技術的及び法的権限を保持していなければならない。
	１０． 「サーバー管理下」とは、クライアント管理下にはないが、応用システムを稼働させるサーバーが応用システムを提供する利用組織の管理下にある場合をいう。応用システムを提供する利用組織は、応用システムを稼働させるサーバーの利用状況を把握でき、且つ、その稼働を随時停止させられる技術的及び法的権限を保持していなければならない。
	１１． 「非営利目的での利用」とは、(i) 公的機関・非営利団体の本来業務のための利用または、(ii) 公的機関・非営利団体以外の企業・団体のCSR（corporate social responsibility）活動のための利用をいう。「研究目的での利用」とは、各種研究のための利用であって、営利的収益に直接的に寄与しないものをいう。「営利目的での利用」とは、直接的又は間接的に営利的収益に寄与するものをいう。
	１２． 「利用統計情報」とは、運営組織がサービスの利用を共同利用組織および連携利用組織ごとに計測した統計情報である。利用統計情報には通信データやその送信者に関するいかなる個人情報も含まれてはならない。

	第２条 覚書の締結
	１． 利用組織は、本覚書締結の際、本覚書の末尾のページの記載項目をすべて記載し、変更があった場合には、遅滞なくその変更内容を運営組織に通知しなければならない。運営組織はそれらの情報を公開できるものとする。
	２． 利用組織は、本件サービスグリッドを用いる業務あるいは研究の概要を利用組織あるいは利用主体のホームページで公開しなければならない。
	３． 運営組織は利用組織に対し、本件サービスグリッドの利用に必要となるＩＤ及び初期パスワードを発行する。利用組織は本件サービスグリッドのＩＤ並びにパスワードを厳重に管理するものとする。また、利用組織は、運営組織から指示があった場合には、パスワードを遅滞なく変更しなければならない。

	資源およびサービスの登録
	１． 利用組織は運営組織の承諾を得て、資源およびサービスを本件サービスグリッドに登録することにより、共同利用組織又は連携利用組織による資源及びサービスの利用が可能な状態とする。提供資源や提供サービス、提供サービスを実現するラッパーやワークフローは、利用組織が保有しているものであるか、利用組織が第三者による利用を許諾する権限を持つものでなければならない。
	２． 提供資源や提供サービスの維持、提供サービスを実現するラッパーやワークフローの開発と維持、提供サービスと本件サービスグリッドとの接続の維持は利用組織が行い、必要となる費用を負担する。
	３． 利用組織は、提供資源の著作権及びその他の知的財産権の所在に関わる情報（第三者から使用許諾を受けているのであればその旨を含む）並びにサービス利用条件とライセンス条件を、提供資源及び提供サービスのプロファイル情報に明示しなければならない。運営組織は、こうした情報を、共同利用組織と連携利用組織が提供サービスの利用に先立ち確認できるよう技術的手段を講じる。
	４． 利用組織は、いつでも、理由の如何を問わず、運営組織に通知することなく、本覚書を解除することなく、提供資源や提供サービスの本件サービスグリッドへの登録を解除することができる。ただし利用組織は運営組織に対し、提供資源や提供サービスの登録の解除を事前に通知するよう努める。

	第４条 サービスの提供
	１． 利用組織は、提供サービス毎に以下を含むサービス利用条件を定めることができる。
	①　 サービスの利用許諾を受ける者の制限（共同利用組織および連携利用組織による利用の可否を含む）
	②　 サービスの利用目的の制限（非営利目的、研究目的、営利目的での利用の可否　　を含む）
	③　 サービスを利用する応用システムに関する制限（クライアント管理下又はサー　　バー管理下での利用の可否を含む）
	④　 サービスへのアクセス回数およびサービスからの情報のダウンロード量に関する制限

	２． 運営組織は、共同利用組織と連携利用組織による提供サービスの利用が、利用組織が定めたサービス利用条件の範囲となるよう技術的手段を講じることに努める。但し、運営組織は、サービス利用条件の遵守の状況を監視する義務を負わず、サービス利用条件違反に起因する損害に関して責任を負わない。
	３． 利用組織は、連携利用組織に対して提供サービスの利用を許諾した場合、本覚書の準拠法とは異なる準拠法の下で、連携利用組織が提供サービスを利用する場合があることを了承しなければならない。
	４． 利用組織は、共同利用組織や連携利用組織と別途契約して、有償で提供サービスを利用させることができる。運営組織はかかる契約関係について一切関与せず、責任を負わないものとする。
	５． 運営組織は、提供サービスの利用統計情報を、利用組織が知ることができるよう技術的手段を講じる。また、利用組織が提供サービスに関し、利用統計情報以外の情報の取得を望む場合には、その提供サービスを利用する共同利用組織や連携利用組織とその情報の提供について別途契約を締結するものとする。ただし運営組織は契約関係について一切関与せず、責任を負わない。

	第５条 サービスの利用
	１． 利用組織は、資源やサービスを、ライセンス条件とサービス利用条件で許諾された範囲内で利用できる。
	２． 利用組織は、サービスを利用するたびに、その利用目的が非営利目的での利用、研究目的での利用又は営利目的での利用のいずれであるかを指定しなければならない。
	３． 利用組織は、利用組織の利用統計情報が、運営組織から当該サービスの提供者に開示されることを了承するものとする。
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